
目

次

告

示

○
理
容
師
法
に
よ
る
管
理
理
容
師
の
講
習
会
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
美
容
師
法
に
よ
る
管
理
美
容
師
の
講
習
会
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

公

告

○
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
三
十
五
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管

理
理
容
師
の
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
の
二
六

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

二

開
催
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

令
和
五
年
七
月
三
日
（
月
）
、
令
和
五
年
七

月
十
日
（
月
）
、
令
和
五
年
七
月
十
七
日

（
月
）
の
三
日
間
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

青
森
市
堤
町
一
丁
目
四
の
一

リ
ン
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
青
森
（
青
森

市
文
化
会
館
）

三

受
講
対
象
者

理
容
師
の
免
許
を
受
け
た
後
三
年
以
上
理
容
の
業
務
に
従
事
し
た
者

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
の
八

第
一
広
瀬
ビ
ル
七
階

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

五

受
講
料

一
万
六
千
円

青
森
県
告
示
第
三
十
六
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理

美
容
師
の
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
の
二
六

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

二

開
催
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

令
和
五
年
七
月
三
日
（
月
）
、
令
和
五
年
七

月
十
日
（
月
）
、
令
和
五
年
七
月
十
七
日

（
月
）
の
三
日
間
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

青
森
市
堤
町
一
丁
目
四
の
一

リ
ン
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
青
森
（
青
森

市
文
化
会
館
）

青
森
県
報
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第
五
百
六
十
五
号

令
和
五
年一

月
二
十
五
日

（
水
曜
日
）



三

受
講
対
象
者

美
容
師
の
免
許
を
受
け
た
後
三
年
以
上
美
容
の
業
務
に
従
事
し
た
者

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
の
八

第
一
広
瀬
ビ
ル
七
階

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

五

受
講
料

一
万
六
千
円

青
森
県
告
示
第
三
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療

及
び
更
生
医
療
）
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

み
ど
り
の
風
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
〇
の
二

〇
石
倉
荘
一

令
和四･
九･二八

変
更
後

十
和
田
市
西
三
番
町
二
二
の
三
二

青
森
県
告
示
第
三
十
八
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

道
路
の
種
類

路

線

名

区

間

県
道

鶴
ケ
坂
千
刈
線

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
七
四
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
二
五
九
の
一
九
ま
で

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
五
二
の
二
〇
か
ら

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
五
四
の
七
ま
で

公

告

行
政
書
士
試
験
の
合
格
者

令
和
四
年
度
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
青
森
県
行

政
書
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
六
月
青
森
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令

和
五
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

受

験

番

号

〇
三
一
〇
〇
〇
二

〇
三
一
〇
〇
〇
八

〇
三
一
〇
〇
一
〇

〇
三
一
〇
〇
一
一

〇
三
一
〇
〇
二
〇

〇
三
一
〇
〇
二
四

〇
三
一
〇
〇
三
九

〇
三
一
〇
〇
四
六

〇
三
一
〇
〇
五
一

〇
三
一
〇
〇
五
六

〇
三
一
〇
〇
六
一

（ ）2青 森 県 報 第565号令和５年１月25日 水曜日



〇
三
一
〇
〇
六
五

〇
三
一
〇
〇
七
七

〇
三
一
〇
〇
九
七

〇
三
一
〇
一
〇
九

〇
三
一
〇
一
一
一

〇
三
一
〇
一
一
八

〇
三
一
〇
一
二
三

〇
三
一
〇
一
四
八

〇
三
一
〇
一
五
一

〇
三
一
〇
一
六
三

〇
三
一
〇
一
八
〇

〇
三
一
〇
二
二
七

〇
三
一
〇
二
三
六

〇
三
一
〇
二
四
〇

〇
三
一
〇
二
四
一

〇
三
一
〇
二
六
五

〇
三
一
〇
二
七
四

〇
三
一
〇
三
〇
六

〇
三
一
〇
三
〇
八

〇
三
一
〇
三
一
九

（ ）3 青 森 県 報 第565号令和５年１月25日 水曜日



（ ）4青 森 県 報 第565号令和５年１月25日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


